
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
五
号

二
〇
〇
一
年
三
月

仁
正
寺
藩
勝
手
方

の
記
録

「御
勝
手
御
省
略
写
」

-近
江
国
野
洲
郡
大
篠
原
小
澤
七
兵
衛
家
文
書
-

古

川

与
志
継

は
じ
め
に

こ
こ
に
紹
介
す
る

「御
勝
手
御
省
略
写
」
は
、
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
大
字
大

篠
原
に
在
住
さ
れ
る
小
澤
七
兵
衛
家
に
伝
え
ら
れ
、
嘉
永
六
年
当
時
仁
正
寺

(蒲

生
郡
日
野
町
西
大
路
)
に
藩
庁
を
置
い
た
市
橋
家
仁
正
寺
藩

(西
大
路
藩
)
の
勝

手
方
を
勤
め
て
い
た
小
澤
七
兵
衛
正
美
が
書
き
留
め
た
記
録
で
あ
る
。
他
藩

の
例

に
漏
れ
ず
市
橋
家
の
藩
財
政
は
著
し
く
借
財
が
膨
れ
上
が
り
、
勝
手
方
の
引
き
締

め
な
く
て
は
藩
財
政
が
続
か
な

い
た
め
、
勝
手
方
の
者
か
ら
取
り
締
ま
り
を
願
い

出
た
こ
と
に
よ
り
江
戸
出
府
を
求
め
ら
れ
、
そ
の

一
件
に
か
か
わ
る
記
録
で
あ
る
。

小
澤
家
は
下
野
国
茂
木
に
釜
屋
七
兵
衛
と
し
て
店
を
持
ち
、
谷
田
部
藩
の
御
用

商
人
と
し
て
活
躍
し
、
記
録
者
正
美
は
、

一
〇
代
小
澤
七
兵
衛
、
六
郎
左
衛
門
正

美
で
、
子
孫

へ
書
き
伝
え
た
道
歌
集

「童
子

一
百
集
」
(小
澤
七
兵
衛

『童
子

一

百
集
-
小
澤
薫
鳳
の
教
え
ー
』

一
九
九
八
年
、
自
費
出
版
)、
茂
木
で
の
天
保
期

の
飢
饒
の
動
向
を
中
心
に
書
き

つ
づ
ら
れ
た

「
天
保
七
丙
申
年
大
凶
作
書
」
(
「
一

近
江
商
人
の
凶
作
記
録

「
天
保
七
丙
申
年
大
凶
作
書
」
1
近
江
国
野
洲
郡
大
篠
原

小
澤
七
兵
衛
家
文
書
1
」
(
『東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
第
三
号
、

一
九

九
九
年
))
な
ど
を
書
き
残
し
て
い
る
。

一
〇
代
小
澤
七
兵
衛
は
、

一
二
代
七
兵

衛
六
左
衛
門
生
美
に
関
東
に
お
け
る
家
業
を
引
き
継
が
せ
て
か
ら
大
篠
原
村
に
住

み
、
仁
正
寺
藩
の
勝
手
方
を
勤
め
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

仁
正
寺
藩
の
概
要

仁
正
寺
藩
は
、
文
久
二
年
四
月
二
八
日
仁
正
寺
の
地
名
を
西
大
路
と
改
称
を
届

け
出
て
お
り
、
西
大
路
藩
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

藩
主
市
橋
氏
は
、
市
橋
九
郎
左
衛
門
長
利
の
子
下
総
守
長
勝
が
天
正

一
二
年

(
一
五
八
四
)
に
美
濃
国
で
二
五
〇
〇
貫
の
地
を
与
え
ら
れ
、
天
正

一
六
年
秀
吉

直
轄
地
の
所
務
を
命
じ
ら
れ
た
。
秀
吉
の
没
後
家
康

の
部
下
と
し
て
働
き
、
慶
長

五
年
関
ヶ
原
の
役
で

一
万
石
加
増
、
慶
長
一
三
年

(
一
六
〇
八
)
伯
書
国
矢
橋
に

移
り
二
万

一
三
〇
〇
石
を
領
し
、
大
阪
の
両
陣
の
功
績
に
よ
り
元
和
二
年
越
後
国

三
條
に
移
封
さ
れ
四
万

二
二
〇
〇
石
を
領
し
た
。
長
勝
の
死
去
に
伴
い
長
政
が
嗣
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ぐ
に
お
よ
び
減
封
な
り
、
近
江
国
蒲
生
郡

・
野
洲
郡
と
河
内
国
交
野
郡
で
二
万
石

を
与
え
ら
れ
、
元
和
六
年

(
一
六
二
〇
)
九
月
仁
正
寺
に
入
部
し
た
。
元
和
八
年

正
月
二
〇
〇
〇
石
を
同
族
三
四
郎
長
吉
に
分
与
し
て

一
万
八
〇
〇
〇
石
と
な
り
、

慶
安
元
年

(
一
六
四
八
)
六
月
市
橋
傳
左
衛
門
に
蒲
生
郡
上
田
村

の
内

一
〇
〇
〇

石
を
分
与
し
、

一
万
七
〇
〇
〇
石
余
を
領
し
た
。
(『蒲
生
郡
志
』
巻
四
、

一
九
二

二
年
)

長
政
を
初
代
と
す
る
と
、
二
代
政
信
、
三
代
信
直
、
四
代
直
方

(溝
口
信
濃
守

重
雄
の
次
男
)
、
五
代
直
墨

(立
花
主
税

の
長
子
)
、
六
代
長
漣

(稲
葉
伊
勢
守
薫

通
の
次
男
)
と
続
き
、
七
代
長
昭
は
天
明
五
年

(
一
七
八
五
)

一
二
月
に
家
督
を

継

い
だ
と
き
一
三

才
で
あ

っ
た
。
寛
政
八
年

(
一
七
九
六
)
八
月
仁
正
寺
中
町
に

日
新
館
を
創
設
し
藩
士
の
子
弟
に
文
武
両
道
を
教
授
し
、
藩
中
興
の
英
主
と
さ
れ

る
が
、
文
化

一
一
年

(
一
八

一
四
)
九
月
二
七
日
四
二
才
で
卒
し
て
い
る
。

は
る

文
化
二
年
四
月
江
戸
の
藩
邸
で
生
ま
れ
た
八
代
長
登
は
、
母
が
酒
井
左
衛
門
尉

忠
徳
の
姪
で
、

一
〇
才
で
父
を
失

い
文
化

一
一
年
一
一

月
二
九
日
家
督
を
相
続
し
、

文
政
三
年

(
一
八
二
〇
)

一
二
月

一
六
日
従
五
位
下
に
叙
し
伊
豆
守
に
任
じ
た
が
、

文
政
五
年
正
月
晦
日

一
八
才
に
て
卒
し
た
。

九
代
長
富
は
酒
井
左
衛
門
尉
忠
器
の
弟
で
、
文
政
五
年
二
月
二
二
日
市
橋
氏
に

嗣
ぎ
、
同
年

一
二
月

一
六
日
従
五
位
下
に
叙
し
主
殿
頭
に
任
じ
た
。
天
保

一
四
年

(
一
八
四
三
)
四
月
洋
式
砲
術
で
知
ら
れ
た
高
島
秋
帆
を
二
年
余
り
江
戸
屋
敷
に

預
か
り

(～
弘
化
二
年
八
月
)
、
そ

の
影
響
を
受
け
た
。
弘
化
元
年

(
一
八
四

四
)

一
〇
月
七
日
家
督
を
養
子
長
和

(
一
〇
代
)
に
譲
り
、
安
政
六
年

(
一
八
五

九
)
霜
月
二
〇
日
卒
し
た
。

一
〇
代
長
義
は
、
始
め
長
和
と
称
し
、
文
政
四
年
五
月
八
日
生
ま
れ
酒
井
左
衛

門
尉
忠
登
の
弟
で
、
入
り
嗣
と
な
り
弘
化
元
年

一
〇
月
七
日
二
四
才
で
家
督
を
相

続
し
、
同
年

一
二
月

一
六
日
従
五
位
下
下
総
守
に
任
じ
ら
れ
た
。
家
督
相
続
の
翌

年
先
例
に
よ

っ
て
弘
化
二
年

一
〇
月
領
内
の
巡
見
を
行

っ
た
が
、
市
橋
家
最
後
の

巡
見
と
な

っ
た
。
ま
た
、
洋
銃
ヤ
ー
ゲ
ル
銃

・
ゲ
ベ
ー
ル
銃
を
購
入
し
演
武
場
を

桜
馬
場
に
設
け
武
技
の
訓
練
を
し
た
。
嘉
永
六
年
六
月
ペ
リ
ー
が
浦
和
に
来
航
し

修
好
通
商
を
求
め
、
幕
府
は
諸
藩
に
海
防
を
警
告
し
た
。
「御
勝
手
御
省
略
写
」

に
記
さ
れ
た

一
件
は
、
こ
の
直
前
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

藩
領

一
万
七
〇
〇
〇
石
余

の
内
に
は
、
河
内
国
交
野
郡
星
田
村
内
に
一
三
〇
〇

石
の
飛
び
地
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
他
は
近
江
国
蒲
生
郡
二
六
ヶ
村

・
野
洲
郡
三
ヶ

村

で
あ

っ
た
。
近
江
の
領
地

の
郷
組
編
成
は
時
代
に
よ
り
異
同
が
あ
る
が
、
宝
暦

期
に
は
仁
正
寺
組

・
十
禅
寺
組

・
鋳
物
師
組

・
鏡
組

・
篠
原
組

・
安
養
寺
組

・
上

田
組

・
豊
浦
組
の
八
組
に
編
成
さ
れ
、
郡
代

(郡
奉
行
)

の
下
に
四
人
の
代
官
を

配
置
し
て
統
治
さ
れ
た
。

領
主
経
済
の
慢
性
的
な
窮
乏
は
早
く
始
ま

っ
て
お
り
、
享
保
期
に
は
収
納
期
前

の
先
納

(貨
幣
納
)
が
領
内
に
強
制
さ
れ
、
宝
暦
期
に
は
月
割
先
納
で
あ

っ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

(鶴
岡
実
枝
子

「鏡
村
玉
尾
家
文
書
解
題
」
(『史
料
館

所
蔵
史
料
目
録
』
二
三
集
。
『近
江
国
鏡
村
玉
尾
家
永
代
帳
』
国
立
史
料
館
編

(東
京
大
学
出
版
会
)

一
九
八
八
。
以
下
、
大
篠
原
村
に
隣
接
し
仁
正
寺
藩
領
で

あ

っ
た
鏡
村
及
び
勝
手
方
を
勤
め
た
鏡
村
玉
尾
家
に

つ
い
て
は
、
同
書
に
よ

る
。
)

「御
勝
手
御
省
略
写
」
の
概
要

「御
勝
手
御
省
略
写
」
は
、
縦
二
三

・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

一
七

・
三
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
竪
帳
で
、
料
紙
は
五

一
丁

(表
裏
表
紙
、
余
白

一
枚
含
む
)
を

数
え
、
内
容
は
大
き
く
次
の

一
〇
の
部
分
か
ら
成

っ
て
い
る
。

①
御
勝
手
方
省
略
の
願
書
提
出
に
至
る
経
過
の

「覚
書
」
。
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②
二
月

一
二
日
に
御
勝
手
方
頭
取
か
ら
郡
方
奉
行
に
提
出
し
た
願
書
。

③
江
戸
出
府
の
経
緯

・
出
府
者

・
旅
程

・
江
戸
で
の
贈
答
と
お
調
べ
。

④
四
月

一
五
日
元
締
川
島
与
兵
衛
か
ら
廻
り
写
し
た
三
ヶ
条
の
御
書
付
。

⑤
の
御
書
付
を
受
け
取
り
締
ま
り
の
た

め
出
さ
れ
た
二
四
ヶ
条
。

⑥
帰
村
の
経
緯
と
旅
程
。

⑦
五
月

一
八
日
仁
正
寺
帰
着
後
出
さ
れ
た
、
村
々
へ
の
倹
約
の
御
書
附
。

⑧
⑦
の
御
書
附
に
対
す
る
村
々
か
ら
の
請
書

⑨
村
か
ら
の
請
書
に
対
す
る
二
三
ヶ
条

の
村
方
取
締
書
付
。

⑩
出
府
留
守
見
舞
貰
物
覚
や
諸
経
費
。

①
御
勝
手
方
省
略
の
願
書
提
出
に
至
る
経
過
の

「覚
書
」
は
、
嘉
永
六
年
正
月

二
三
日

・
二
四
日
に
仁
正
寺
で
御
勝
手
方
頭
取
が
相
談
し
た
内
容
を
主
と
し
て
い

る
。
出
席
し
た
勝
手
方
頭
取
は
、
星
田
村

(河
内
国
)
の
平
井
三
郎
兵
衛

・
鋳
物

師
村
の
竹
村
猪
三
郎

・
仁
正
寺
村
の
飯
島
利
兵
衛

・
大
篠
原
村
の
小
沢
七
兵
衛

・

鏡
村

の
玉
尾
籐
左
衛
門
の
五
人
で
あ

っ
た
。
相
談
内
容
は
、
頭
取
帳
元
を
勤
め
る

竹
村
猪
三
郎
の
申
し
出
に
よ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
嘉
永
六
年

(
一
八
五
三
)

よ
り
七
年
前

(弘
化
四
年
)
に
親
猪
兵
衛
が
御
役
御
免
に
な
り
停
猪
三
郎
が
後
役

頭
取
帳
元
を
命
じ
ら
れ
て
勤
め
た
。
七
年
前

の
借
金
は

一
万
六
千
両
で
あ

っ
た
が
、

昨
子
年

(嘉
永
五
年
)
暮
に
は
二
万
四
百
両
余
に
成

っ
て
お
り
、
四
千
四
百
両
余

も
借
金
が
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
保
八
年

(
一
八
三
七
)
領
中
講
満
会
の
時

は

一
万
七
千
両
の
借
金
で
、
天
保
八
年
か
ら

一
六
年
経

っ
て
領
中
講
満
会
に
成
り
、

去
子
年

(嘉
永
五
年
)
に
二
万
四
百
両
の
借
金
高
に
成

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

借
金
が
嵩
ん
で
い
る
た
め
、
御
勝
手
向
御
取
締
を
お
願

い
す
る
相
談
を
し
、
二
月

一
二
日
に
願
書
を
出
し
た
。

②
二
月

一
二
日
に
御
勝
手
方
頭
取
か
ら
郡
方
奉
行
に
提
出
し
た
願
書
に
は
、
星

(次
)

田
村

の
和
久
田
与
二
兵
衛
が
加
わ
っ
て
い
る
。
願
書
に
よ
る
と
、
御
勝
手
向
の
儀

は
、
去
る
文
政
年
中
に
改
革
に
成
り
御
書
付
が
出
さ
れ
、
領
中
に
お
い
て
も
格
外

の
歩
安
金
等
を
勤
め
る
よ
う
に
成
り
、
そ
の
御
取
締
に
よ
り
か
な
り
取
り
続
く
よ

う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
近
来
追
々
臨
時
の
入
用
等
を
命
じ
ら
れ
、
御
仕
法
も
崩

れ
る
よ
う
に
な
り
、
月
八
十
両
の
御
定
は
名
ば
か
り
に
な
り
、
月
々
霧
し
く
入
用

を
仰
せ
出
さ
れ
る
た
め
、
調
達
方
も
難
し
く
な
り
、
年
増
に
借
財
が
嵩
ん
で
い
る
。

ま
た
、
領
中
講
満
会
の
節
の
借
金
高
の
増
加
を
述
べ
、
こ
の
根
元
は
月
々
臨
時

の
入
用
に
あ
る
と
し
、
去
る
弘
化
三
年
か
ら
昨
子
年

(嘉
永
五
)
ま
で
七
ヶ
年
間

の
入
用
を
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
役
場
入
用
な
ど
も
先
年
は
五
百
両
の
見
積
の
と

こ
ろ
、
千
両
余
も
掛
か

っ
て
お
り
、
や
む
を
得
な
い
も
の
を
除
い
て
も
五
千
両
が

入
増
と
な

っ
て
お
り
、
年
に
七
百
両
も
増
加
す
る
の
は
多
分
で
あ
る
。
ま
た
、
千

両
余
の
外
に
も
道
中
金
等
三
百
両
の
手
当
の
と
こ
ろ
、
近
来
六

・
七
百
両
入
る
よ

う
に
な

っ
て
お
り
、
す
べ
て
こ
れ
に
準
じ
入
用
が
嵩
ん
で
い
る
こ
と
、
元
来
物
成

り
は
豊
凶
が
あ
り
増
加
す
る
も
の
で
は
な
く
、
暮
ら
し
方
の
入
用
は
、
物
成
の
こ

と
を
基
礎
と
し
て
、
諸
向
き
省
略
い
た
だ
け
れ
ば
長
久
の
仕
法
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。

そ
し
て
、
「御
実
意
之
御
趣
意
感
伏
仕
、
」
領
中
よ
り
も
格
別
歩
安
金
を
出
し
て

い
る
が
、
御
勝
手
向
が
難
し
く
な

っ
て
い
る
と
の
評
判
が
聞
こ
え
た
な
ら
、
皆
返

金
を
願

い
出
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
な

っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
才
覚
し
た
ら
い
い
か
、

逃
げ
去
る
よ
り
無

い
と
も
述
べ
て
い
る
。
手
元
に
隠
し
置
く
よ
う
な
金
子
も
預
け

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
「偏
に
多
年
御
仁
政
之
御
余
光
」
と
存
じ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
家
風
が
崩
れ
な
か

っ
た
な
ら
上
様
も
長
久
と
領
中
も
安
心
す
る
こ
と

を
御
賢
察
な
さ
れ
、
文
政
度
の
御
仕
法
に
戻
し
、
御
定
の
ほ
か
月
々
入
増
等
を
命

じ
ず
、
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
れ
た
い
と
願
い
出
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
で
な
い
と

調
金
方
に
も
差
し
支
え
、
御
役
御
免
を
願
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

③
二
月
二
〇
日
に
竹
村
猪
三
郎
と
小
沢
七
兵
衛
に
差
紙
が
来
て
江
戸
出
府
と
な
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り
、
こ
の
二
名
の
勝
手
方
と
共
に
中
老

・
元
締
と
領
中
の
庄
屋
惣
代
と
し
て
上
田

村
の
久
郷
氏
が
三
月
二
二
日
仁
正
寺
を
出
発
し
江
戸
へ
向
か

っ
た
。
東
海
道
を
通

り
、
四
月
二
日
に
江
戸
に
到
着
し
一
一

日
の
行
程
で
あ

っ
た
。
江
戸
で
は
四
月
五

日
殿
様
に
拝
謁
し
、
勝
手
向
取
調
の
命
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
四
月

一
五
日
元
締
川
島
与
兵
衛
か
ら
廻
り
写
し
た
三
ヶ
条

の
御
書
付
で
は
、

ま
ず
、
御
勝
手
向
累
年
不
如
意
の
た
め
御
省
略
御
取
締
を
命
じ
ら
れ
、
嘉
永
三
年

か
ら
七
ヶ
年
の
倹
約
中
で
あ
る
が
、
近
年
臨
時
の
入
増
の
た
め
借
財
が
増
え
収
納

高
に
引
き
合
わ
ず
、
勝
手
方
の
者
か
ら
文
政
度
の
改
革
御
定

の
通
り
に
戻
す
よ
う

と
の
願

い
が
あ

っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
近
年
海
岸
防
御
武
備
等
を
命
じ
ら
れ

省
略
し
に
く

い
が
、
成
る
だ
け
臨
時
の
入
増
を
減
ら
す
よ
う
と
の
思
し
召
し
で
あ

り
、
家
来
も
よ
く
よ
く
心
得
倹
約
を
心
が
け
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
そ
の
箇
条
は

別
紙
⑤
の
通
り
と
す
る
。

そ
し
て
、
家
中
の
拝
借
等
の
願

い
も
成
る
だ
け
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
ま

た
、
上
々
様
も
御
不
自
由
で
あ
る
の
で
、
家
来
も
万
端
質
素
節
倹
を
第

一
に
心
得
、

取
り
続
く
よ
う
に
精
勤
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

⑤
で
は
、
④
の
御
書
付
を
受
け
取
り
締
ま
り
の
た
め
出
さ
れ
た
二
四
ヶ
条
を
示

し
、
そ
の
内
容
は
文
政
八
年
二
月
の
内
容
と
同
じ
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、

入
用
に
か
か
わ
る
こ
と
は
勘
定
所
で
改
め
渡
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
吉
凶
時
の
音

信
の
省
略
、
殿
様
の
御
廻
等
を
減
ら
す

こ
と
、
上
々
様
の
召
上
物
を
減
ら
す
こ
と

を
は
じ
め
、
使
用
す
る
紙
の
こ
と
等
ま

で
細
か
く
規
定
し
て
い
る
。

⑥
で
は
、
四
月

一
八
日
家
来

一
統
に
御
達
し
が
あ
り
、
五
月
五
日
江
戸
を
出
立

し
て
中
山
道
経
由
で
帰
村
し
た
旅
程
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
沢
氏
は

一
六
日
に
大

篠
原
村
に
戻

っ
て
お
り
、

一
二
日
の
行
程
で
あ

っ
た
。

⑦
で
は
郡
方
奉
行

の
小
串
儀
左
衛
門

が
五
月

一
八
日
仁
正
寺
に
戻

っ
て
か
ら
、

仁
正
寺

の
家
来

一
統
に
江
戸
表
御
達

の
趣
が
達
せ
ら
れ
、
村
々
の
庄
屋

・
小
前
者

共
に
対
し
出
さ
れ
た
御
書
附
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「御
書
附
」
に
は
、
御
勝

手
向
御
省
略
の
仰
せ
出
を
述
べ
、
下
々
に
お
い
て
も
、
「讐
柳
之
儀

ニ
而
も
御
省

略
之
心
相
立
候
様
、
当
時
第

一
之
忠
節

ニ
奉
存
」
、
村
方
に
お
い
て
も
願

い
も
そ

の
よ
う
に
考
え
、
質
素
倹
約
を
専
ら
に
し
農
業
出
精
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
書
附
と
次
の
⑧
の
請
書
は

『野
洲
町
史
』
第
二
巻

(
1
4
3

～
1
4
5
頁
)
に

大
篠
原
共
有
文
書
か
ら
嘉
永
六
年

「御
上
様
御
倹
約
御
口
達
」
と
し
て
収
録
さ
れ

て
い
る
。

つ
づ
く
⑧
は
、
⑦
の
御
書
附
に
対
す
る
村
々
か
ら
の
請
書
で
あ
り
、
御
趣
意
を

小
前
末

々
ま
で
申
し
諭
し
、
何
事
に
寄
ら
ず
費
用
が
か
か
る
こ
と
は
勿
論
、
御
願

事
等
御
年
限
中
は
申
し
上
げ
ず
、
質
素
倹
約
を
第

一
に
心
得
る
こ
と
を
誓

っ
て
い

る
。さ

て
、
⑨
は
、
村
方
取
締
の
た
め
に
篠
原
村
庄
屋

・
役
人
か
ら
各
組

へ
出
し
た

も
の
で
、
農
業
や
生
活

の
細
部
に
亘
り
二
三
ヶ
条
か
ら
な
る
。
厚
き
思
召
に
承
伏

し
、
質
素
倹
約
を
守
り
、
忠
節
に
心
が
け
、
「勿
論
銘
々
孝
弟
之
道
を
相
守
子
弟

教
育
し
、
家
内
睦
敷
、
朝
夕
家
業
夜
な
ヘ
ニ
至
迄
無
油
断
相
励
、
農
業
出
精
子
孫

長
久
相
続
可
致
、
小
前
者

ニ
至
迄
申
諭
べ
し
」
と
し
て
い
る
。

⑩
は
出
府
留
守
見
舞
貰
物
覚
や
諸
経
費
を
記
し
た
も

の
で
あ
り
、
土
産
や
小
遣

い
な
ど
の
諸
経
費
も
記
す
。
小
澤
家

の
交
流
の

一
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
多

く
の
人
に
送
ら
れ
た
土
産
の

「
エ
」
は
絵
と
考
え
ら
れ
、
本
を
送
ら
れ
た
人
も

い

る
。
小
遣
い
に
は
童
子
教
本
三
冊
や
絵

の
手
本
本
も
記
さ
れ
て
お
り
興
味
深

い
。

駕
籠
人
足
代
を
は
じ
め
藩
か
ら
支
給
さ
れ
た
経
費
も
あ
る
が
、
不
足
金

一
〇
両
三

分
八
二
〇
文
は
藩
領
の
村
々
の
郷
割
に
て
徴
収
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

嘉
永
六
年
の
対
応
と
仁
正
寺
藩
勝
手
方
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嘉
永
六
年

の
勝
手
方
か
ら
の
願

い
と
そ

れ
へ
の
対
応
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な

経
過
を
た
ど

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(番
号

は

「御
勝
手
御
省
略
写
」
の
該
当
部

分
)

勝
手
方

の
相
談
①

勝
手
方
か
ら
地
方
役
所

へ
御
勝
手
方
省
略
の
願
書
提
出
②

藩
庁
役
入
か
ら
江
戸
へ
の
上
申

勝
手
方
頭
取

・
藩
庁
役
入
の
江
戸
へ
の
召
喚

・
事
情
聴
取

・
勝
手
方
調
査
③

御
省
略

の
思
し
召
し

・
江
戸
詰
家
臣

へ
の
通
達
④
⑤

藩
庁
役
人

・
勝
手
方
頭
取
の
帰
藩
⑥

藩
庁
家
臣

へ
の
通
達

地
方
役
所
か
ら
村

々
庄
屋

へ
の
通
達
⑦

村

々
か
ら
の
請
書
提
出
⑧

村
役
人
か
ら
組
頭

へ
村
方
取
締

の
指
示
⑨

組
頭
か
ら
小
前
百
姓

へ
の
伝
達

・
監
視

こ
こ
に
見
る
勝
手
方

の
役
割
は
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
政
治
的
中
間
層
、
中

聞
支
配
機
構

の

一
つ
と
考
え
ら
れ
る

(久
留
島
浩

「直
轄
県
に
お
け
る
組
合
村
-

惣
代
庄
屋
制
に
つ
い
て
」
(『歴
史
学
研
究
』

一
九
八
二
年
度
大
会
報
告
特
集
号
)、

山
哀
善
弘

「近
世
後
期
に
お
け
る
領
主
支

配
の
転
換
と

「取
締
役
」
制
」

(『近
世

の
地
域
編
成
と
国
家
i
関
東
と
畿
内

の
比
較
か
ら
ー
』
関
東
近
世
史
研
究
会
編

一
九
九
七
年
ほ
か
))
。
仁
政
と
賢
慮
を
確

認
し
つ
つ
取
り
続
き
の
た
め
の
倹
約
の

仕
法
の
実
現
と
、
臨
時
入
用
の
削
減
を
領
主
側
に
求
め
、
藩
主
か
ら
家
臣

・
村
々

に
至
る
ま
で
倹
約
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
勝
手
方
が
主
張
し
て
い
た
、
暮
ら
し

方
の
入
用
は
、
物
成
を
基
礎
と
し
て
諸
向
き
省
略
す
れ
ば
長
久
の
仕
法
で
あ
る
と

の
状
況
に
は
至

っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

勝
手
方
は
領
主
側
か
ら
の
任
命
に
よ
り
、
役
料
を
受
け
て
い
る
。
小
澤
家
の
よ

う
な
他
国
に
店
を
持

っ
て
い
た
り
、
鏡
村

の
玉
尾
家
の
よ
う
に
魚
肥
商
と
穀
屋
を

営
む
な
ど
商
業
活
動
な
ど
に
よ

っ
て
財
力

の
あ
る
も
の
に
命
じ
て
い
る
。
仁
正
寺

藩
の
領
中
講
を
運
営
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
藩
領
の
年
貢
米
の
取
り
扱

い
か
ら

江
戸

へ
の
送
金
な
ど
、
領
主
財
政
の
上
納
に
か
か
わ
る
部
分
を
担

っ
て
い
た
。
地

方
の
取
締
全
般
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
い
が
、
勝
手
方
の
役
割
は
藩
存
続
の
た
め

に
は
重
要
な
部
門
で
あ

っ
た
。

勝
手
方
に
つ
い
て
は
、
「西
大
路
藩
之
儀

ハ
領
分
中

ニ
テ
相
当
之
者
被
呼
出
勝

手
方
之
名
儀
被
申
付
置
候
所
、
御

一
新
ニ
付
庚
午

(明
治
三
年
)
春
ヨ
リ
旧
号
ヲ

廃
シ
、
更

ニ
潤
計
方
ト
改
称
ニ
相
成
居
候
儀
ニ
テ
、
従
前
租
税
向
被
任
置
候
廉

ニ

依
テ
諸
入
用
調
達
仕
置
候
」

(明
治
五
年

「旧
西
大
路
藩
調
達
金
御
調

ニ
付
御
答

書
」
小
澤
家
文
書
)
と
あ
り
、
明
治
三
年
以
降

「潤
計
方
」
と
改
称
し
た
こ
と
が

分
か
る
。
租
税
向
き
に
つ
い
て
任
せ
置
か
れ
た
こ
と
が
再
確
認
で
き
る
。

市
橋
家
の
財
政
状
況
に
つ
い
て

仁
正
寺
藩

の
御
用
金

の
状
況
に

つ
い
て
は
、
鏡
村
地
下
日
用
記

(鏡
区
有
文

書
)
に
よ
る
と
表
1
の
通
り
、
宝
暦

一
〇
年

(
一
七
六
〇
)
か
ら
文
化

一
一
年

(
一
八

一
四
)
ま
で
の
約
五
〇
年
間
に

一
四
回
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
幕
末

期
の
状
況
の

一
端
は
玉
尾
家
永
代
帳
に
よ
る
と
表
2
の
通
り
確
認
さ
れ
、
決
し
て

減
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
小
澤
家
の
負
担
は
、
鏡
村
の
玉
尾
家
と
同
等
あ
る
い
は

そ
れ
以
上
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
末
に
お
け
る
小
澤
家
か
ら
の
融
通
金
は

二
八
六
九
両
に
上

っ
た
と
も
い
う
。

ま
た
、
玉
尾
家
永
代
帳
に
よ
る
と
、
天
明
七
年

(
一
七
八
七
)

一
二
月
御
勝
手

方
の
頭
取
の
地
位
に
あ

っ
た
森
半
平
の
御
勝
手
金
四
五
〇
両
の
引
負
が
表
面
化
し
、

翌
年
五
月
答
め
を
受
け
退
転
し
て
い
る
。
森
半
平
に
連
座
し
て
篠
原
村
端
彦
五
郎
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・
上
田
村
久
郷
籐
右
衛
門

・
本
郷
村
安
達
新
十
郎
の
御
勝
手
方

一
統
が
戸
締
の
謎

責
処
分
を
受
け
た
。
仁
正
寺
藩
に
お
け

る
御
勝
手
方
の
設
置
は
更
に
古
く
遡
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

文
化
七
年

(
一
八

一
〇
)
鏡
村
に
お
け
る
高
野
仁
保
内
荒
所
の
初
見
分
を
御
勝

手
衆
鋳
物
師
の
太
左
衛
門

・
追
ロ
の
勘
右
衛
門

・
上
田
の
籐
右
衛
門

・
森
尻
の
金

兵
衛
が
行
い
、
再
見
分
を
代
官
が
行

っ
て
い
る
。

文
化

一
二
年

(
一
八

一
五
)
三
月
九
日
郷
中
庄
屋
を
仁
正
寺
会
所

へ
召
集
の
上
、

(文
化
=
年
)

「則
去
戌
年
御
殿
様
御
逝
去
後
、
彩
敷
新

御
借
金
出
来

ニ
付
」
相
談

の
上
、
三
月

一
五
日
出
立
に
て
御
勝
手
方
衆
四
人
が
出
府
し
た
。
五
月
二
〇
日
家
老
加
藤
様
重

役
様
列
座
に
て
領
中
の
村
々
庄
屋
に
対
す
る

「
ロ
達
」
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
御
勝
手
方
を
江
戸

へ
召
し
、
取
り
締
ま
り
の
上
御
入
用
方
御
調
帳
を
渡
し

た
の
で

一
統
出
精
し
滞
り
無
く
御
用
を
達
す
る
よ
う
達
し
、
領
中
で
も
倹
約
中
願

筋
が
無

い
よ
う
に
し
、
村
々
で
も
倹
約
を
申
し
合
わ
せ
取
り
続
く
よ
う
に
と
命
じ

て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
御
仕
法
帳
御
立
流
と
し
て
八
四
〇
両
の
御
月
並
金
、
二
〇

〇
両
の
公
辺
御
入
用
、

一
二〇両
の
中
間
給
を
は
じ
め
と
す
る

一
五
五
八
両
二
歩

を
記
し
、
外
に
も
酒
井
様
年
賦
金
、
江
戸
御
家
中
詰
金
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ロ
達
文
面
中
に
も

「尤
当
時
御
幼
年
之
義

二
而
、
万
事
御
入
用
方
も
少
く
厳
敷
御

(締
力
)

取
結
被
遊
候
得
と
も
、
何
分
御
大
借
之
御
義

二
付
」
と
あ
り
、
天
明
五
年

一
二
月

に
家
督
を
継
い
だ
七
代
市
橋
長
昭
は
藩
中
興
の
英
主
と
さ
れ
る
が
、
文
化

一
一
年

は
る

九
月
に
亡
く
な
り
、

一
一
月
家
督
を
相
続
し
た
八
代
長
護
は

一
〇
才
で
、
藩
主
の

死
去
と
幼
少
の
藩
主
の
就
任
し
た
こ
の
頃
著
し
い
借
財
を
生
じ
て
い
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

は
る

八
代
藩
主
長
謹
は
、
文
政
五
年
正
月

一
八
才
で
亡
く
な
り
、
酒
井
左
衛
門
尉
忠

器
の
弟
が
九
代
長
富
と
し
て
跡
を
継
い
だ
。
勝
手
方
の
願
い
で
確
認
さ
れ
た
文
政

度
の
改
革
と
文
政
八
年
二
月
の
二
四
ヶ
条
の
取
締
に
か
か
わ

っ
て
は
、
文
政
八
年

「
六
月
被
仰
出
候
」
と
し
て
御
用
金
の
み
が
確
認
さ
れ
る
。

ま
た
、
安
政
七
年
三
月
二
四
日
発
駕
、
五
月
二
三
日
帰
国
に
て
御
勝
手
向
御
取

締
御
省
略
に
つ
い
て
、
家
老
浅
井
新
九
郎
と
御
勝
手
方
外
池
利
左
衛
門

・
大
梁
金

兵
衛
の
江
戸
行
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
久
郷
家
文
書

「諸
願
書
諸
謹
文
下
書
」
(滋
賀
大
学
経
済
学
部
史
料
館

寄
託
)
に
よ
る
と
、
天
保

一
五
年

(
一
八
四
四
)
二
月
、
勝
手
方
と
考
え
ら
れ
る

和
久
田

一
兵
衛

・
久
郷
藤
右
衛
門

・
平
井
三
郎
右
衛
門

・
大
梁
弥
兵
衛

・
飯
島
利

兵
衛
か
ら
仁
正
寺
の
役
所
に
出
さ
れ
た
願
書
に
よ
る
と
、
御
隠
殿

(殿
様
隠
居
)

の
た
め
の
賄
料
の
調
査
を
旧
冬
命
じ
ら
れ
、
当
時
と
天
明
の
時
の
様
子
と
引
き
比

べ
た
と
こ
ろ
、
借
金
の
状
況
か
ら
す
る
と
そ
の
節
の
入
用
高
の
四
分

一
位
に
し
て

い
た
だ
か
ね
ば
成
り
立
た
な

い
状
況
で
あ
る
が
、
と
て
も
そ
の
よ
う
に
は
申
し
上

げ
難

い
の
で
、
先
代
様
の
半
分
で
済
ま
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
旧
冬
調
帳
と
願
書

を
も

っ
て
願
い
上
げ
た
こ
と
、
そ
の
時
は
上
府
中
で
あ
り
勤
番
中
で
、
半
減
で
は

行
き
届
き
が
た
い
の
で
、
入
用
高
三
百
両
ま
で
は
差
し
上
げ
る
よ
う
と
の
こ
と
で
、

や
む
を
得
ず
引
き
受
け
た
が
、
こ
の
上
入
増
等
を
言
わ
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
お
断

り
す
る
し
か
仕
方
が
な
い
こ
と
を
述
べ
、
諸
向
御
省
略
な
さ
れ
取
締
ら
れ
る
よ
う

願

っ
て
い
る
。

藩
財
政
の
実
態
は
把
握
し
に
く

い
が
、
御
勝
手
方
小
沢
七
兵
衛
に
な
る
安
政
三

年

(
一
八
五
六
)

一
〇
月
の

「御
領
中
御
中
勘
定
帳
」
(小
澤
家
文
書
)
に
よ
る

と
、
御
中
勘
定
御
入
用
積
の
合
計
は
八
六
九
四
両
永
九
二
九
文

一
分
六
厘
、
内
五

六
一
三

両
永
七
七
文
八
分
五
厘
口
々
受
取
、
差
引
辰
年

(安
永
三
)
御
不
足
と
し

て
三
〇
八

一
両
永
八
五

一
文
三
分

一
厘
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
政
二
年

の
年
貢
の
状
況
は
表
3
の
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
小
澤
家
の
安
政
七
年
大
福
帳
の

「御
用
口
」
に
は
、
嘉
永
二
年
一
一

月

一
五
日
三
〇
〇
両
上
納
切
、
安
政
三
年

一
二
月

一
五
日
五
〇
〇
両
上
納
切
、
嘉
永
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表1仁 正寺領高打御用金年表 (鏡村地下 日用記(鏡 区有文書)に よる)

年 次 賦 課 理 由 賦課率(鏡 村での実質賦課率)

宝暦10年2月 江戸屋敷類焼 石 二6匁5分(8匁3分)

明和9年2月 江戸屋敷類焼 石 二4匁

天明6年1月 江戸屋敷類焼 石 二4匁(5匁3分)

寛政2年11月 殿様御乗出し御役付 石 二3匁5分(4匁5分)

寛政5年10月 江戸屋敷類焼 石 二4匁(5匁1分)

享和4年4月 殿様御転役入用 石 二4匁(5匁6分)

文化3年3月 江戸屋敷類焼 石 二4匁

文化4年 ～8年 御勝手向省略年限中 石 二4匁

文化11年 殿様御家督入用 石 二4匁

(『近江国鏡村玉尾家永代帳』国立史料館編(東 京大学出版会)1988年 から〕

表2玉 尾家永代帳による仁正寺領御用金等

年 次 賦 課 理 由 賦 課 率 等

文化2年 極月 別御用金 石 二3匁 籐左衛 門100両

文政3年11月 口達書頼金 領中で30人余 玉尾籐左衛門50両
文政8年6月 領中へ石掛金 7ヶ 年 間で石 二9匁

(文政8～ 天保2) 4年 は1匁5分 、3年 は1匁 宛

文政10年11月 御口達頼金 江州30人 余1350両

河州星 田村へ1000両

文政12年4月 神田上屋敷類焼 石二4匁(実 質5匁8分6厘)

天保11年 9月伝奏御馳走役入 石二4匁

安政2年2月 御用金 石二6匁(3月3匁 、翌3月3匁)

安政3年11月 御用金 石二6匁(当 冬2匁 、来3月2匁 、9月2匁)

安政6年3月 昨冬上屋敷焼失 石二4匁(3月2匁 、9月2匁)

安政6年3月 身元宜敷者頼金 5～100両63人 へ、玉尾籐左衛門20両

文久3年8月 御頼金(4月泉州警護 石二10匁(11月5匁 、翌年10月5匁)

身元の者へ御頼金 150～10両 、玉尾籐左 衛門30両

安政4年9月 大炮二本御頼 身元の者 よ り献上、玉尾25両 献上

慶応元年6月 御用御頼金 石二10匁

文久4年10月 身元の者へ極々御内 玉尾籐左衛門15両献金
意御頼金

慶応3年11月 御用金 石 二12匁(6匁12月 、6匁 翌3月)

慶応4年6月 御頼石掛金 石 二20目(9月10匁 、11月10匁)

(2月関輸 北国筋打払出兵御下り)

表3安 政2年 仁正寺藩領中中勘定

区 分 石 高

御物成合(9ヶ 村拝借返上米共) 7683.2646石

寅年(安 政元)御 囲米受 753.0石

御家申様(拝 借米受か) 27.0石

上ケ村々拝借米 36.0石

(合 計) (8436.2646石)

村引 832.9817石

村引入増見込 50.0石

京大ツ被下 17.0石

痛田御用捨 180.0石

卯年御囲米 432.0石

(差 引) (6924,2829石)

(「安政二乙卯年十月御中勘定帳」小澤家文書による)
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六
年

一
一
月
五
〇
両
御
頼
金
手
形
、
安
政
六
年
四
月
二
〇
日

一
〇
〇
両
上
納
手
形
、

安
政
三
年
九
月
五
〇
〇
両
上
納
、
午

(安
政
五
)
一
一

月

一
〇
〇
両
溜
池
さ
ら
い

上
、
申

(安
政
七
)
三
月
晦
日
竹
村
よ
り
上
ル

一
〇
〇
両
勤
金
上
納
、
同

(安

政
七
)
四
月
三
日
五
〇
両
勤
金
上
納
の
記
載
が
あ
る
。
前
二
件
に
つ
い
て
は

「庄

屋
御
年
貢
通
二
而
被
下
」
と

の
記
載
が
あ
り
、
米
に
て
返
済
し
な
が
ら
借
用
が
重

ね
ら
れ
、
更
に
明
治
初
頭
西
大
路
藩
の
調
達
金
ま
で
御
用
金
は
膨
ら
ん
で
い
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

小
澤
家
文
書

の
整
理
は
、
吉
田
伸
之
先
生
を
は
じ
め
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究

室

の
み
な
さ
ん
を
中
心
に
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
小
澤
家
文
書
の
今
後
の
分
析
に

期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
史
料
紹
介

に
当
た
っ
て
は
、
小
澤
家
文
書
調
査
に
と

も
な
う
戸
森
麻
衣
子
氏
の
報
告

「
小
澤
七
兵
衛
家

の
茂
木
藩

・
仁
正
寺
藩
と
の
諸

関
係
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
ま
た
、
本
史
料
の
紹
介
は
、
小

澤
七
兵
衛
氏
の
勧
め
に
よ
る
が
、
地
元
大
篠
原
の
郷
土
史
編
さ
ん
が
進
め
ら
れ

つ

つ
あ
り
、
本
史
料
活
用
の
希
望
も
強
く

、
十
分
な
解
説
は
で
き
な

い
が
、
参
考
に

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
小
澤
七
兵
衛
氏

・
吉
田
伸
之
氏
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
の

み
な
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

な
お
、
翻
刻
に
当
た

っ
て
は
、
仮
名

遣
い
な
ど
は
原
則
と
し
て
底
本
の
ま
ま
と

し
、
文
字
は
6
な
ど
を
除
き
概
ね
常
用

の
漢
字
に
改
め
、
適
宜
読
点
を
付
し
た
。

覚
書

一
、
御
勝
手
向
御
取
締
之
儀
者
、
嘉
永
六
癸
丑
年
正
月
廿
三
日

・
廿
四
日
仁
正
寺

泊
、
六
兵
衛
宅

二
而

平
井
三
郎
兵
衛

・
竹
村
猪
三
郎

・
飯
島
利
兵
衛

・
小
沢
七
兵
衛

・
玉
尾
籐
左
衛

門
、
合
五
人
御
勝
手
方
頭
取
斗
右
五
人
相
揃
及
相
談
申
候
儀
者
、
竹
村
猪
三
郎

申
出
候

二
付
皆
々
う
け
給
、
当
丑
年
よ
り
七
ヶ
年
已
前
者
親
猪
兵
衛
頭
取
御
帳

元
相
勤
居
、
御
役
御
免
後
者
体
猪
三
郎
被

仰
付
候
、
後
役
頭
取
御
帳
元
被

仰
付
候
、
当
年

二
而
七
ヶ
年
相
勤
申
候
由
、
親
猪
兵
衛
よ
り
受
取
申
候
時
者
御

借
金
壱
万
六
千
両
、
昨
子
年
暮
改
弐
万
四
百
両
余

二
相
成
、
四
千
四
百
両
余
も

御
借
金
相
増
、
猶
又
天
保
八
酉
年
御
領
中
講
満
会
之
節
者
壱
万
七
千
両
御
借
金
、

天
保
八
酉
6
十
六
ヶ
年
去
テ
御
領
中
講
満
会

二
相
成
、
去
子
年
当
ル
弐
万
四
百

両
御
借
金
高

二
相
成
、
依
之
御
借
金
嵩

二
付
御
勝
手
向
御
取
締
頼
上
候
相
談
仕

候
、
愛
五
六
ヶ
年
之
内

二
三
千
両
余
も
借
金
増
、
近
年
者
米
相
場
宜
敷
時
節
相

続
、
其
上
御
借
金
嵩
申
候
儀
者
、
全
御
勝
手
御
取
締
御
行
届
キ
兼
候
儀

二
相
見

へ
候
、
依
之
御
勝
手
方
頭
取
斗
及
相
談
内
々
者
御
重
役
様
井
御
奉
行
様
御
伺
願

書
調
二
月
十
二
日
出
願
致
候
、
此
願
面
竹
村
猪
三
郎
作

和
久
田
与
二
兵
衛

・
竹
村
猪
三
郎

・
飯
罵
利
兵
衛

・
小
沢
七
兵
衛

・
玉
尾
籐
左

衛
門
右
五
人
者
共
、
御
奉
行
竹
村
仲
左
衛
門

・
佐
々
木
甚
五
郎
願
書
上
ル
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「
嘉
永

六

癸
丑
年

御

勝

手

御

省

略

写

五
月
吉
日

小

澤

正

美

」

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

御
勝
手
向
儀
、
去
ル
文
政
年
中
諸
向
御
改
革
被
成
下
、
御
立
派
之
外
御
入
増
等

堅
被

仰
出
間
敷
筈
之
御
取
極
二
而
、
御
書
付
御
下
ケ
被
成
下
候
二
付
、
御
領

中
二
お
ゐ
て
格
外
之
歩
安
金
等
勤
上
候
趣
相
成
、
右
御
取
締
を
以
御
仮
成
御
取

続
被
為
遊
候
庭
、
近
来
追
々
臨
時
御
入
用
等
被
仰
出
候
故
、
右
二
而
御
仕
法
相



崩
候
様

二
も
可
相
成
段
毎

々
奉
申
上
、
尤
是
迄
米
直
段
等
先
年
と
格
別
高
直

二

も
御
座
候
得
共
、
右
を
以
押
廻
し
調
達

上
ケ
金
差
支

二
不
仕
上
納

い
た
し
成
候

義
御
座
候
庭
、
近
来
頻
二
御
臨
時
相
増

月
八
十
両
之
御
定
者
名
斗
之
様

二
相
成
、

月
々
霧
敷
御
入
用
被
仰
出
候
二
付
、
此
節

二
至
り
而
者
調
達
方
も
六

ツ
敷
相
成
、

年
増

二
御
借
財
相
嵩
候
儀
、
全
躰
近
来
米
直
段
格
別
高
廻
り
時
節

二
も
相
成
有

之
候
儀

二
付
、
御
物
成
代
金
等
も
先
年
と
者
多
分

二
相
増
有
之
候
得
共
、
御
入

シ
ノ
キ

増
さ

へ
無
御
座
候
ハ
・
御
借
金
も
相
減
、
此
節
者

一
廉
御

凌

被
遊
能
可
相
成

(
マ

・
)

筈
之
庭
、
右
直
段
之
御
売
出
し
も
多
分
之
金
高

ニ
ハ
御
座
候
候
得
共
、
中
々
以

ス
テ
ニ

御
行
届
被
為
在
候
御
儀
茂
無
御
座
、
既
に
去
天
保
八
酉
年
御
領
中
御
講
御
満

会
二
相
成
候
節
者
、
御
借
金
高
壱
万
七
千
両
斗
二
御
座
候
庭
、
昨
子
年
同
様
御

講
御
満
会
相
成
、
去
暮
御
借
金
高
弐
万
四
百
両
余
も
被
為
在
候
御
儀
二
而
、
先

年
之
御
借
金
高
と
引
合
候
て
ハ
三
千
四
百
両
斗
も
相
増
有
之
候
義
、
先
年
之
御

時
節
と
者
御
払
米
御
売
出
し
丈
者
不
残
御
暮
込
二
相
成
候
、
猶
其
上
二
も
三
千

両
余
も
却
而
御
借
金
御
積
増
二
相
成
候
儀
、
前
後
行
戻
候
御
相
違
二
而
、
此
根

元
月
々
御
臨
時
彩
敷
被

仰
出
候
6
ケ
様
之
姿
二
成
行
候
御
義
と
奉
恐
察
候
ニ

ハ
ツ
カ

付
、
去
ル
弘
化
三
午
年
6
昨
子
年
迄
終

七
ヶ
年
之
聞
之
御
入
用
取
調
見
候
庭
、

御
役
場
御
入
用
杯
も
先
年
ハ
五
百
両
之
御
見
積
候
庭
、
当
時
者
千
両
余
も
相
掛
、

勿
論
是
等
者
御
公
辺
御
入
用
二
而
無
致
方
候
得
共
、
其
余
御
暮
方
御
定
式
之
外

御
臨
時
凡
千
三
百
両
斗
も
有
之
、
御
長
家
向
御
類
焼
二
付
御
普
請
金
其
外
諸
々

御
修
覆
金
等
千
七
百
両
斗
、
並
御
買
入
米
御
立
派
と
ハ
高
直
二
付
直
違
金
千
六

百
両
斗
、
合
三
千
三
百
両
斗
者
無
御
拠
御
入
用
奉
存
候
二
付
、
先
此
分
も
相
除

見
受
候
而
、
相
残
五
千
両
惣
躰
二
而
御
入
増
相
見
へ
、
尤
当
時
諸
色
高
直
之
時

節
二
付
御
入
増
相
成
候
段
者
乍
恐
御
尤
二
も
奉
存
候
得
共
、
元
来
御
物
成
之
儀

者
年
々
豊
凶
二
依
而
御
減
二
相
成
候
年
も
有
之
候
得
者
御
増
相
成
候
と
申
事
者

無
御
座
、
其
余
二
お
ゐ
て
米
直
段
高
下
二
而
代
金
増
減
之
外
珈
御
相
違
無
御
座

候
得
共
、
御
暮
方
御
入
用
之
義

ハ
右
を
以
御
地
盤
と
御
定
被
下
、
諸
向
御
省
略

被
成
下
候

ハ
・
乍
恐
御
長
久
之
御
仕
法
之
庭
、
御
定
之
外
年
七
百
両
御
入
増
申

候
て
ハ
多
分
之
様
奉
存
候
、
猶
又
右
千
両
余
之
外

こ
も
御
道
中
金
等
先
規
よ
り

三
百
両
之
御
手
当

二
御
座
候
庭
、
近
来
六

・
七
百
両
被
為
入
候
様
之
御
振
合
二

御
座
候
得
者
、
都
而
右
に
准
し
御
入
用
相
嵩
候
御
義

二
而
、
宴
奉
恐
入
候
、
米

直
段
当
時
七

・
八
十
匁
も
仕
候
て
さ

へ
右
之
姿

二
御
座
候
得
者
、
若
先
年
之
通

壱
石
四
十
匁
位
之
直
段

二
も
相
成
候
時
者
、
此
節
之
半
分
御
物
成
金
相
成
候
御

儀
、
左
候
得
者
何
と
御
凌
被
為
附
候
様
可
相
成
哉
、
其
上
相
場
之
時
々
高
下
往

来
仕
候
義

二
而
高
廻
り
之
時
節
余
程
年
立
候
義
、
又
々
安
廻
り

二
而
可
相
成
義

と
難
斗
、
且
当
時
者
御
実
意
之
御
趣
意
感
伏
仕
、
御
領
中
よ
り
も
格
別
歩
安
金

勤
上
候
様
相
成
有
之
候
得
共
、
是
等
者
何
時

二
而
も
入
用
之
節
者
無
差
支
勝
手

二
御
下
ケ
可
有
之
段
、
私
共
6
記
合

一
札
差
出
し
置
候
儀

二
付
、
自
然
御
勝
手

向
御
六
ツ
ケ
敷
様
も
御
評
判
内
々
二
て
も
相
聞
候

ハ
・
、
皆
返
金
願
出
候
様
可

コ
ト
コ
ト
ク

相
成
、
左
候

へ
者
私
共
何
と
才
覚
可
仕
哉
、

悪

逃
去
候
外
無
御
座
候

二
付
、

セ
ツ

仮
初
二
も
右
様
之
風
説
者
無
之
様
に
朝
暮
心
配
仕
居
候
、
十
分
下
歩
金
子
を
以

御
用
弁
二
相
立
候
而
も
、
猶
御
借
財
相
増
候
様
之
御
勝
手
向
、
若
向
後
高
歩
之

金
子
御
借
入
被
遊
候
様
相
成
候
ハ
・
、
何
様
之
御
難
渋
二
可
相
成
義
も
難
斗
、

其
時
者
愚
意
之
私
共
前
後
ノ
進
退
失
道
を
候
義
、
且
是
御
公
辺
茂
何
様
之
御
役

コ
ヲ
ム
ル

被
為

蒙

仰
候
様
之
御
儀
も
難
斗
、
左
候

へ
者
、

上
々
様

二
も
格
別
之
御
銀

難
も
被
為
遊
、
御
領
中

ハ
勿
論
御
家
中
様
方
も
何
程
歌
御
難
渋

二
も
可
相
成
義

と
、
私
共
何
と
も
安
心
不
仕
候

二
付
、
不
顧
恐
々
も
此
段
奉
願
上
候

右
奉
申
上
候
通
之
訳
合
、
宴

二
当
時
者
年
来
之
御
規
定
御
突
通
し
被
為
遊
候
、

御
信
義
之
御
趣
意
末
々
迄
行
届
難
有
奉
存
候

二
付
、
乍
難
渋
も
年

二
四
度
宛
之

御
講
も
無
滞
相
勤
、
且
安
心
仕
居
候
庭
6
珈
手
元

二
貯

へ
隠
し
置
候
金
子
迄
も

預
ケ
奉
申
上
候
様

二
相
成
候
義
者
、
乍
恐
下
々
二
て
も
如
父
母
之
奉
思
ひ
居
候
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訳
二
而
、
斯
迄
之
御
風
義
二
御
仕
向
被
遊
候
御
義
者
中
々
以
容
易
之
御
事
ニ
ハ

無
御
座
、
偏
に
多
年
御
仁
政
之
御
余
光
と
恐
悦
至
極
奉
存
候
得
者
、
何
分
二
も

右
之
御
家
風
相
崩
れ
不
申
候
ハ
・

御
上
様
二
も
御
長
久
之
御
相
続
相
成
、
御
領
申
も
安
心
可
仕
と
奉
存
候
二
付
、

甚
以
奉
恐
入
候
義
二
御
座
候
得
共
、
不
残
愚
意
奉
申
上
候
間
、
此
段
御
賢
察
被

成
下
候
て
、
此
節
格
別
二
御
省
略
被
成
下
何
事
も
前
書
文
政
之
度
御
定
被
為
置

候
通
之
御
仕
法
二
御
戻
し
被
下
、
已
来
御
定
之
外
月
々
御
入
増
等
不
被

仰
出

厳
敷
御
取
締
被
成
下
度
、
此
段
幾
重
二
も
奉
願
上
候
、
左
も
無
御
座
候
而

ハ

実
々
向
後
調
金
方
手
段
二
も
差
支
、
愚
意
之
者
共
御
役
御
免
御
願
奉
申
上
候
外

無
御
座
候
間
、
何
卒
前
条
之
趣
以
御
慈
悲
被
為
聞
召
分
願
之
通
御
聞
済
被
成
下

候
ハ
・
一
同
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上

嘉
永
六
癸
丑
年

二
月

竹
柑
仲
左
衛
門
様

(佐
々
木
)

佐

甚

五

郎

様

玉

尾

籐
左
衛
門

印

小

沢

七

兵

衛

印

飯

鳥

利

兵

衛

印

竹

村

猪

三

郎

印

平

井

三
郎
兵
衛

印

和
久
田
与
次
兵
衛

印

右
願
書
相
認
二
月
十
二
日
御
奉
行
様
江
上
ル
、
夫
よ
り
皆
々
帰
村
致
候

二
月
廿
日
御
差
紙
到
来
致
候

以
勢
紙
致
啓
達
候
、
然
者
兼
而
被
申
出
候

御
勝
手
向
御
取
締
之
儀
二
付
、
可

申
達
義
有
之
候
間
、
近
日
之
内
御
役
所
江
罷
出
可
申
候
、
此
段
為
可
申
達
御
得

候
、
以
上

二
月
廿
日

竹
村
猪
三
郎
殿

小
沢
七
兵
衛
殿

佐

甚
五
郎

竹

仲
左
衛
門

右

ハ
差
紙
竹
猪
殿
よ
り
添
状
共
申
参
候

二
月
廿
四
日
、
竹
村
猪
三
郎

・
小
沢
七
兵
衛
御
役
所
江
上
ル
、
且
被

仰
付
候
義

者
、
兼
而
御
勝
手
向
御
取
締
之
儀

二
付
此
度
二
人
出
府
被
仰
付
候
、
御
請
申
上
両

人
共
下
ル
、
定
日
者
跡
よ
り
申
達
候
、
不
存
事

二
而
御
座
候
、
御
奉
行
御
両
人
6

御
達

二
御
座
候

夫
よ
り
三
月
六
日

・
七
日
人
別
講
上
り
勤

又
八
日
よ
り
十
三
日
迄
御
本
勘
認
勤

御
本
勘
中
二
江
戸
出
立
定
日
極
ル

三
月
廿
二
日
、
仁
正
寺
発
足
被
仰
付
候

廿

一
日

二
し
の
原
よ
り
仁
正
寺
江
上
ル

籠

二
人

両
掛
壱
人

(士
力
)

御
家
老
事
六
+
二
才

若

口

弐
人

[
]
壱
人

中
老
小
串
儀
左
衛
門
様

具
足

一
荷

草
り
壱
人

両
掛

一
荷

籠

三
人

切
棒

六
十
一才

元
〆
川
嶋
与
兵
衛
様

両
掛

壱
人

籠

二
人

イ
モ
シ
村

勝
手
方
竹
村
猪
三
郎

両
掛

壱
人

籠

二
人

両
人
二
而
供
壱
人
イ
モ
シ
新
六
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六
十
才

同

小
沢
七
兵
衛

両
掛

壱
人

籠

二
人

日
雇
壱
日
百
廿
四
裳

外
三
雰
遣
ス

御
領
中
庄
屋
上
田
村

惣
代
久
郷
真
之
助

カ
コ
両
掛
な
し

竹
村

・
小
沢
両
人

此
年
七
月

二

両
掛

二
入
ル

壱
本
紙

二
被
仰
付
候
噺
、
御
礼
金
百
両
上
ル
申
事
う
け
給
候

ヨ
ロ　
セ
　
ま
ゆ　
ぜ

廿

二
日

関

宿

泊

若

狭

屋

十

次

郎

廿

三

日

桑

名

泊

佐

土

屋

舟
壱
艘
買
切
三
〆
七
百
五
+
文
大
舟

廿

四

日

池

鯉

鮒

泊

山

吹

屋

新

右

衛

門

荒
井
舞
坂
全

荒
井
舟
買
上
二
艘
九
百
八
十
二
文

廿

五

日

吉

田

泊

二
葉

屋

浜
松
目
付
全

廿

六

日

目

付

泊

大

江

戸

屋

天
龍
川
舟
壱
艘
買
上
、
弐
鍍

壱
貫
文

切
棒
八
人

廿

七

日

金

谷

泊

栄

屋

大
井
川
九
ツ
時
δ
泊

タ
レ
六
人

人

三
人

壱
人
九
十
四
文
つ
・

廿

八

日

江

尻

泊

扇

屋

廿

九

日

沼

津

泊

杉

本

屋

ふ
し
川
舟
壱
艘
慣
上
四
百
文

ロ　　カワ
ロ

来
舟
共
渡
ル

晦
日

小
田
原
泊

銭
屋
嘉
平

(保
土
ヶ
谷
)
エヒ
ス

四
月
朔
日
程
谷

夷

屋

四
月
二
日
江
戸
御
屋
敷
着
十
壱
日
道
中

川
嶋
案
内

二
而
着
届
申
上
候

三
日
休

四
日

御
役
所

二
而
御
家
老
様
御
逢
御
座
候
、
三
入
上
ル

其
節
御
殿
様
献
上
鰹
節
壱
箱
上
ル
、
代
弐
分

十
五
本
入
り

五
日
四
ツ
時

二
御
殿
様
御
逢
御
座
候
、
御
家
老

・
御
中
老

・
御
用
人
御
立
合
、
此

度
遠
路
太
義
、
御
勝
手
向
何
角
取
調
候
様
蒙
仰
三
人
下
ル

夫
々
諸
御
役
人
日
々
御
調
御
座
候

五
日
昼
よ
り
本
庄
御
屋
敷
大
殿
様
御
窺

二
上
り
、
川
罵
氏
御
案
内
被
下
三
人
上
ル
、

献
上
鰹
節
壱
箱
代
壱
分

七
本
入

御
用
人
味
岡
又
兵
衛
様
御
取
次

　
　
は

御
家
老
水
上
勘
兵
衛
様

煙
艸
壱
本

三
百
文

ふ
し
七
本

壱
本
壱
匁
弐
分

御
中
老
小
串
儀
左
衛
門
様

煙
艸
壱
本

ふ
し
七
本

御
用
人
山
本
新
右
衛
門
様

タ
バ
コ
壱
本

ふ
し
三
本

同

山
崎
小
十
郎
様

同同

同

味
岡
又
兵
衛
様

同

大
殿
様
御
附

同

大
目
付
元
〆
兼
長
江
九
八
郎
様
タ
バ
コ
壱
本

ふ
し
三
本

御
目
付

桜
木
清
兵
衛
様

同同

同

田
中
善
左
衛
門
様
同同

元
〆

川
嶋
与
兵
衛
様

同同

次
二
小
頭

武
藤
助
十
郎

同
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同
吉
村
岡
右
衛
門

同同

右
両
人
へ
も
届
い
ろ
く
世
話
成
候
故

江
戸
御
留
主

水
上
浪
江
様

た
わ
こ

一
本

ふ
し

三
本

〆
十
二
軒

右
進
物
い
た
し
候

大
串
様御

若
士
六
百
文
た
わ
こ
弐
本
二
人
分
遣
ス

御
毫
所
賄
三
百
文
た
わ
こ
壱
本
遣
ス

又
四
月
十
日
江
戸
御
着

竹
村
仲
左
衛
門
様

ふ
し
五
本

加
藤
喜
兵
衛
様

ふ
し
三
本

井
ノ
上
嘉
門
様

ふ
し
三
本

右
御
三
人
江
御
着
悦
二

ふ
し
上
ル

四
月
五
日
よ
り
御
勝
手
向
追
々
御
調
二
付
御
省
略
書
付
を
以
被

仰
出
候
御
趣
意

左
之
通

四
月
十
五
日
川
鴬
与
兵
衛
様
よ
り
廻
り
写

御
書
付

一
、
御
勝
手
向
累
年
御
不
如
意

二
付
、
先
年
よ
り
御
省
略
御
取
締
之
義
度
々
被
仰

出
、
猶
又
嘉
永
三
戌
年
6
来
ル
辰
年
迄
七
ヶ
年
之
間
厳
敷
御
倹
約
被

仰
出
、

未
御
年
限
中

二
御
座
候

へ
共
、
近
年
御
臨
時
御
入
増
別
而
相
嵩
、
既
二
去
暮
御

下
シ
金
御
差
支

二
相
成
候
程
之
儀
、
御
借
財
弥
増
相
成
御
暮
之
方
御
収
納
高
二

引
合
不
申
、
此
上
御
見
通
し
附
不
申
、
勿
論
近
来
米
直
段
相
続
キ
相
応
二
も
御

不
足
勝
、
此
末
下
落

二
相
成
候
而
者
忽
必
至

二
御
差
支
可
相
成
義
難
斗
、
誠

二

(追
力
)

不
容
易
御
時
節
御
勝
手
之
者
共
急

廻

心
痛
致
、
依
之
何
卒
文
政
度
御
改
革

御
定
之
通
り
二
御
戻
し
、
以
来
豊
凶
二
寄
収
納
減
候
義
者
御
借
金
弥
増
無
余
義

願
出
候
義
尤
之
事
二
思
召
候
へ
と
も
、
文
政
之
度
御
改
革
節
と
当
時
見
競
候
得

キ
ヨ

者
、
諸
色
高
直
且
米
直
段
高
廻
り
相
続
、
其
上
近
年
海
岸
防
禦
武
備
等
被

仰

出
、
妾
以
此
上
御
省
略
之
成
方
無
之
弥
御
心
痛
被
為
思
召
候
、
未
御
年
限
中
二

御
座
候
得
共
、
猶
此
上
諸
事
可
相
成
丈
ヶ
御
銀
難
被
遊
、
御
臨
時
相
減
候
様
可

被
遊
思
召
二
御
座
候
附
而
、
御
不
容
易
御
場
合
御
家
来
向
も
能
々
相
心
得
、
飲

食
同
事
二
よ
ら
す
奢
ヶ
間
敷
者
勿
論
、
無
益
之
儀
無
之
様
珈
之
義
二
而
も
御
為

二
相
成
候
様
可
被
心
掛
候
、
尤
ヶ
條
之
義
者
先
年
被

仰
出
候
得
共
、
年
立
候

義
不
心
得
之
族
も
可
有
之
候
間
、
猶
又
此
度
別
紙
被

仰
出
候
、
無
僻
怠
相
心

得
違
失
無
之
様
、
且
吉
凶
二
付
音
信
贈
答
土
産
饒
別
等
之
義
毎
々
仰
出
候
庭
兎

角
狼
に
相
成
候
趣
相
聞
候
間
、
向
後
堅
相
守
時
宜
二
よ
り
無
拠
筋
之
義
者
、
質

ケ
ン

素
節
倹
第

一
二
相
守
、
武
備
非
常
之
手
当
可
被
心
懸
候
、
御
家
来
向
御
宛
行
減

少
兼

々
被
仰
出
、
此
上
減
少
も
気
之
毒

二
被
思
召
候
間
、
如
何
様
共
相
勤
可
取

斗
旨
被
仰
出
難
有
仕
合

二
者
奉
存
候

へ
共
、
当
時
柄
之
義
難
相
整
節

二
減
少
可

有
之
程
も
難
斗
候
間
、
兼

々
心
得
可
被
在
候

一
、
御
家
中
難
渋

二
付
引
上
ヶ
拝
借
等
之
義
、
兼
而
被

仰
出
も
有
之
候

へ
と
も
、

前
条
之
御
時
節
柄
融
通
差
略
も
出
来
兼
候
間
、
可
相
成
丈
ヶ
不
申
出
候
様
可
被

致
候

一
、
上
々
様

二
も
前
条
之
通
誠

二
御
不
自
由
被
為
在
候
間
、
御
家
来
向
別
而
万
端

質
素
節
倹
第

=
一相
心
得
、
如
何
様

二
も
取
続
勤
仕
候
様
勤
、
先
々
義
者
是
迄

通
り
二
相
違
之
義
可
有
之
候
間
、
兼
而
心
得
精
勤
可
被
心
掛

右
之
通
被
仰
出
候
間
申
達
候

丑
四
月
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右
二
付

被
仰
出
候
御
ヶ
條
之
写

此
度
御
取
締
二
付
而
者
前
之
通
り
何
事
二
よ
ら
す
御
入
用
二
抱
り
候
義
者
、
於

御
勘
定
所
改
之
上
相
渡
し
申
候
事

一
、
御

一
類
様
御
吉
凶
二
付
御
音
信
之
儀
、
兼
而
御
改
被
仰
之
通
成
丈
ヶ
御
省
略

二
被
成
、
御
奉
札
斗
り
被

進
候
事

但
格
別
之
義
者
其
時
二
随
ひ
評
議
之
上
取
斗
可
申
候

一
、
殿
様
公
辺
向
御
勤
之
外
御
廻
等
之
儀
可
相
成
者
御
都
合
被
成
御
減
候
様
御
差

略
被
成
候
、

一
ヶ
月
御
勤
之
外

一
両
度
位
之
尤
成
丈
御
早
メ
御
帰
り
之
御
積
、

且
又

奥
様
御
子
様
方
御
出
之
儀
成
丈
御
減
、
無
御
余
義
向
者
御
人
御
差
支
二
不
相
成

御
差
略
之
上
被
為
入
候
事

一
、
上
々
様
御
日
用
被
召
上
物
御
格
別
御
減
二
成
下
候
事

一
、
御
客
来
之
義
格
多
御
差
略
随
分
無
之
様
被
成
候
へ
者
、
其
内
無
御
拠
義
者
御

手
軽
二
被
成
下
候
事

、
表
向
御
進
物
之
儀
者
格
別
、
其
外
之
義
者
表
方
江
御
不
被
仰
出
御
出
入
方
上

物
等

一
切
断
申
達
候
、
万

一
御
差
戻
し
被
成
可
有
義
節
者
御
納
戸
よ
り
取
斗
ひ

有
之
候
事

、
定
御
作
事
御
止
メ
、
差
掛
御
破
損
等
程
捨
置
義
ハ
小
頭
よ
り
前
に
御
勘
定
所

江
申
出
、
評
義
之
上
明
日
之
仕
事
何
々
義
相
定
取
斗
可
申
事

、
公
辺
井
格
別
表
向
之
外
是
迄
奉
書
紙
相
用
来
候
庭
、
以
後
者
那
須
紙
見
斗
用

候
事

、
半
紙
半
切
筆
墨
等
之
儀
、
兼
而
御
定
之
通
之
事

カ
サ

、
江
戸
御
在
所
江
御
用
書
随
分
嵩
高
二
不
相
成
候
様
可
致
候
、
格
別
嵩
候
状
相

改
候
事

一
、
宿
書
状
井
無
拠
用
向
状
之
外

一
と
通
り
之
状
も
、
如
前
之
半
紙
弐

ツ
折

二
い

た
し
用
向
弁
候
様
可
致
候
、
又
者
丈
ヶ
長
く
大
封
之
書
状
差
出
申
間
敷
候

但
、
呈
書
向
者
御
断
り
置
差
出
可
申
付
、
月
々
急
便

一
度
間
便

一
度

二
相
極

メ
、
差
掛
り
御
用
向
者
格
別
之
事
、
常
便
者
壱
ヶ
年

二
一二
四
度
位
、
尤
常
便

た
り
共
格
別
大
封
差
出
申
聞
敷
候

、
御
買
入
之
品
者
、
御
勘
定
所

二
而
見
分
之
上
味

レ
吟
致
取
極
可
申
候

、
御
払
方
之
儀
者
、
毎
月
廿
八
日

・
廿
九
日

・
晦
日
迄
之
内
朝
四
ツ
時
よ
り
九

ツ
時
迄

二
御
勘
定
所

二
而
立
合
之
上
相
払
可
申
候
、
兼
而
御
出
入
町
人
共
江
可

申
聞
置
候

一
、
御
家
中
向
御
渡
方
等
御
勘
定
所

二
而
相
渡
し
可
申
事

一
、
金
銀
諸
色
受
取
義
、
御
勘
定
所

へ
申
出
吟
味
之
上
、
其
品
々
帳
面

二
相
記
シ

可
相
渡
候
事

、
御
使
者
供
燭
井
御
奉
札
使
、
惣
而
御
入
用
之
義
可
成
丈
前
以
而
取
調
御
勘
定

江
差
出
し
、
改
帳
面

二
記
差
番
共
江
相
達
候
事

但
、
勘
定
所
引
キ
候
得
者
直
々
差
番
江
相
達
可
申
付
、
翌
日
之
改
取
廻
し
可

申
事

、
御
料
理
向
御
肴
斗
御
勘
定
所

二
差
出
し
見
斗
之
上
取
斗
ひ
可
申
候
、
日
々
御

入
用
明
細
書
御
夜
食
相
渡
、
御
勘
定
所
江
差
出
し
元
帳
江
記
し
候
事

、
炭
薪
納
候

ハ
・
、
其
後
度
毎
々
元
方
買
物
方
之
内
相
改
仕
舞
置
候
事

、
米
之
儀
者
、
其
節
之
向
6
札
を
取
格
好
買
入

二
相
成
候
事

但
、
納
其
米
性
井
出
所
等
手
本

二
相
違
無
之
哉
之
儀
、
元
方
改
可
申
候
事

一
、
差
掛
り
候
義
有
之
臨
時
之
紙
蝋
燭
等
御
入
用
之
節
、
御
勘
定
所
而
改
渡
し
候

事
一
、
御
法
事
料
近
き
御
方

ニ
ハ
御
定
之
通
御
十
七
回
忌
よ
り
半
減
之
事
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一
、
諸
向
よ
り
差
出
候
呈
書
、
江
戸
御
在
所
者
封
返
し

二
而
答
可
申
遣
候

一
、
御
在
所
表
之
義
、
公
辺
他
向
引
合
も
無
之
候
得
者
、
格
別
御
取
締
被

仰
付

候
事

一
、
御
道
中
御
本
陣
御
宿
よ
り
願
有
之
節
、
類
焼
者
金
弐
百
疋
其
外
百
疋
宛
被
下

候
事

一
、
御
道
中
御
往
来
之
節
御
供
人
数
随
分
減
少
、
御
用
人
壱
人
宛
御
召
連
御
馬
壱

疋
為
御
牽

二
被
成
、
御
荷
物
成
丈
御
減
被
下
事

右
之
外
々
茂
猶
又
取
調
御
為

二
可
相
成
儀
者
、
追
々
可
被
仰
出
候
也

嘉
永
六
癸
丑
年

四
月

右
者
文
政
八
酉
二
月
被

仰
出
御
ヶ
條
二
猶
又
此
度
御
取
締
二
付
被
仰
出
候
也

右
御
調
書
四
月
十
八
日
江
戸
御
家
来

一
統
御
達
御
座
候
書
付
写

右
御
聞
済
相
成
、
私
共
帰
村
願
申
上
候

五
月
五
日
江
戸
出
立
被

仰
付
候

五
月
三
日
御
家
老
水
上
御
氏
様
よ
り
夫
々
御
役
人
衆
中
御
暇
乞
申
上
候
、
五
日
出

立
仕
候

五
日

鴻
巣

瀬
山
平
右
衛
門

六
日

新
町

小
林
甚
左
衛
門

七
日

坂
本

泉
屋
六
右
衛
門

八
日

望
月

内
田
屋

九
日

諏
訪

丸
屋
要
四
郎

十
日

薮
原

川
上

十

一
日
須
原

本
陣

十
二
日
中
津

脇
本
陣
森

十
三
日
状
見

松
屋

十
四
日
赤
坂

松
屋
忠
兵
衛

十
五
日
高
宮

玉
屋

十
六
日
し
の
原
着

竹
村
猪
三
郎
殿
八
日
市
通
十
六
日
着

十
八
日
小
串
儀
左
衛
門
様
御
着
、
善
光
寺
御
廻

二
而
二
日
廻
り

若
士
太
田
氏

・
小
倉
氏

廿

一
日
江
戸
・6
帰
村
着
届
上
ル竹

村

廿
三
日
返
り

小
沢

久
郷〆

三
人
道
同

二
而

小
串
儀
左
衛
門
様
五
月
十
八
日
御
着
被
遊
候
二
付
、
夫
よ
り
仁
正
寺
御
家
来

一
統

二
江
戸
表
御
達
之
趣
御
達
二
相
成
、
諸
役
人
井
家
来
不
残
御
省
略
二
相
成
申
候

御
上
様
斗
御
省
略
被
遊
候
二
付
、
下
々
百
姓
迄
二
質
素
倹
約
致
、
金
銭
費
ヶ
間
敷

儀
々
無
之
候
様
書
付
ヲ
以
村
々
江
被
仰
出
候
御
書
付
左
之
通
御
座
候

御
書
附

御
勝
手
向
追
々
御
省
略
被

仰
出
、
別
而
当
時
御
年
限
中
二
而
諸
向
御
倹
約
筋
骨

折
罷
在
候
得
共
、
諸
色
高
直
肇
二
・而
自
然
御
入
増
嵩
連
年
御
不
足
金
不
少
、
此
御

模
様
二
而
者
辿
も
御
見
通
無
之
、
不
遠
必
至
之
御
場
合
二
趣
候
義
眼
前
之
御
事
二
、

亦
其
上
米
債
下
落
二
も
運
ひ
候
ハ
者
如
何
御
暮
可
被
遊
哉
、
左
候
時
者
無
御
拠
御

頼
金
等
可
被
仰
出
候
者
難
相
成
、
左
様
之
義
者
元
来
御
本
意
二
も
相
背
、
殊
に
近

来
御
領
分
連
茂
凶
作
而
巳
打
続
難
義
之
折
柄
、
却
而
厚
御
救
茂
被
遊
度
程
之
思
召

二
付
、
讐
其
儀
者
無
之
共
、
此
上
之
困
窮
不
及
候
様
被
遊
度
候
事
二
而
、
此
上
者
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ン
メ

一
向
御
暮
方
而
已
如
何
躰
こ
も
御
取
詰
御

銀
難
被
遊
、
兎
角

一
同
之
難
渋
に
不
及

必
至
之
御
場
合
二
不
至
候
様
被
遊
度
、
依
之
今

一
段
厳
敷
御
省
略
被

仰
出
候
、

右
様
難
有
御
賢
慮
之
程
者
、
下
々
二
お
ひ
て
茂
奉
承
者
諸
事
御
減
之
方
被
為
附
候

様
精
々
心
を
用
、
讐
珈
之
儀
二
而
も
御
省
略

之
心
相
立
候
様
、
当
時
第

一
之
忠
節

二
奉
存
、
村
方
二
お
ひ
て
も
願
立
向
等
都
而
其
心
得
も
可
有
之
事

二
而
、
専
質
素

節
倹
を
相
用
ひ
、
仮
初
二
茂
驕
奢
之
風
儀

二
不
移
様
、
農
業
出
精
可
致
候
也

右
之
通
被

仰
出
候

嘉
永
六
癸
丑
年

御
役
所

五
月

村
々

庄
屋小

前
者
共

右
之
趣
以
御
書
村
々
江
被
仰
出
候

依
之
村
々
6
御
請
書
差
上
候

乍
恐
奉
差
上
候
御
請
書

御
勝
手
向
追
々
御
省
略
被

仰
出
、
別
而
当
時
御
年
限
中
二
而
諸
向
御
倹
約
被
為

遊
候
得
共
、
諸
色
高
直
二
而
自
然
御
入
増
被
為
嵩
連
年
御
不
足
金
相
立
、
此
御

模
様
二
而
者
御
見
通
し
無
御
座
、
不
遠
御
差
支
之
御
場
合
二
も
被
為
及
候
義
眼
前

之
御
事
二
而
、
其
上
米
憤
下
落
二
も
運
候
ハ
・
如
何
御
暮
シ
可
被
遊
哉
、
左
候
得

而

者
無
御
拠
御
願
金
等
可
被
仰
出
候
ハ
十
難
相
成
御
座
候
庭
、
近
年
御
領
分
蓮
も
凶

作
の
ミ
相
続
難
渋
之
時
節
深
ク
御
賢
察
被
成
下
候
而
、
右
御
願
金
等
御
延
引
被

仰
付
、
其
上
下
二
不
及
困
窮
様
二
厚
御
憐
慰
之
思
召
を
以
、
御
暮
シ
方
而
已
如
何

カ
ン
ナ
ン

躰
二
も
御
取
詰
御
銀
難
被
遊
、
兎
角

一
同
之
難
渋
必
至
之
御
場
合
二
而
不
至
候
様

被
遊
度
、
依
之
今

一
段
厳
敷
御
省
略
被
成
下
候
段
御
ロ
達
書
を
以
て
被
仰
出
し
於

江
戸
表
も
逸
々
御
ヶ
條
書
を
以
御
取
締
被
仰
出
候
由
、
重
々
難
有
御
賢
慮
之
程

下
々
に
お
ひ
て
奉
承
ち
感
状
候
、
然
上
者
右
御
趣
意
之
義
小
前
末
々
迄
も
急
度
申

サ
ト
シ

諭
し
、
向
後
何
事

二
不
寄
費
ヶ
問
敷
義
者
勿
論
、
御
願
事
等
都
而
柳
之
義

二
而
も

御
年
限
中

ハ
精
々
御
省
略
仕
、
可
相
成
丈
ヶ
御
願
不
奉
申
上
候
様
仕
候
、
村

々
質

素
倹
約
を
第

=

一相
心
得
、
奢
ヶ
問
敷
事
不
仕
様
堅
相
守
可
申
候
、
依
之
乍
恐
此

段
御
請
書
奉
差
上
候
、
以
上

嘉
永
六
癸
丑
年

御
領
中
村
々

六
月
朔
日

庄
屋

役
人
共

御
役
所
様

右
者
、
六
月
朔
日
御
殿
様
御
着
座
恐
悦

二
村
々
庄
屋
上
り
申
候
、
其
節
六
兵
衛
宅

江
村
々
庄
屋
呼
寄
御
勝
手
方
よ
り
申
達
候
、
先
達
御
役
所
様
よ
り
村
々
江
御
勝
手

向
御
省
略
御
書
付
御
下
ヶ
二
相
成
、
村
々

一
統
末
々
迄
も
難
有
承
ち
仕
候
由
、
依

之
御
請
書
可
差
上
候
様
御
勝
手
方
6
訓
諭
致
請
書
上
ル
、
事
済
村
々
庄
屋
帰
宅
い

た
し
候
、
右
村
々
御
請
書
差
上
申
候
間
、
村
方

二
て
も
村
取
締
い
た
し
、
村
示
合

書
付
致
、
五
入
組
頭
江
壱
枚
宛
遣
ス
、
五
人
組
二
月

・
八
月
御
汁
年

二
弐
度
宛
五

入
組
頭
よ
り
読
為
聞
、
御
趣
意
由
相
守
可
申
候
様
村
取
締
庄
屋
役
人
δ
村
方

へ
申

達
候

村
方
取
締
書
付
左
之
通
御
座
候
写

御
書
付
を
以
被

仰
出
候
御
趣
意
箇
条

一
、
此
度
御
勝
手
向
追
々
御
省
略
被
遊
、
当
時
御
年
限
中
二
候
得
共
、
自
然
御
入

増
嵩
二
付
御
領
中
江
御
頼
金
等
可
被

仰
出
程
之
庭
、
厚
以
思
召
御
沙
汰
も
無

之
候
得
者
難
有
仕
合
奉
存
候
、
依
之
村
々
6
諸
願
向
無
拠
儀
二
而
茂
差
拍
可
申
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候
様
、
別
紙
御
書
付
を
以
被

仰
出
候
二
付
、
村
々

一
統
諸
事
倹
約
取
締
可
仕

候
、
依
之
村
々
・6
御
役
所
様
江
御
請

書
差
上
候

一
、
火
之
元
常
々
心
掛
大
切
二
可
致
候
、
又
者
盗
賊
村
内

二
入
込
事
も
有
之
義
、

相
互

二
申
合
心
掛
用
心
可
致
候

、
野
荒
之
者
見
付
次
第
村
役
人
江
可
申
候
事

、
蔭
伐
等
者
前
々
6
被

仰
出
候
、
相
互

二
御
年
貢
御
上
納
米
干
場
日
蔭
に
不

相
成
様

二
心
掛
、
年
々
蔭
伐
可
致
候
事

一
、
田
地
用
水
川
筋
耕
作
通
ひ
道
筋
其
持
場
所
普
請
い
た
し
、
水
流
通
行
宜
敷
様

二
心
掛
農
作
出
精
可
致
、
又
者
干
越
之
節
人
之
田
地
畦
を
切
、
溜
池
之
水
抜
落

し
井
用
水
悪
水
川
筋
之
溜
水
を
か

へ
、
魚
を
取
、
其
川
筋
を
荒
し
申
候
事
御
法

度
之
事

、
博
突
諸
勝
負
米
相
場
帳
合

二
至
迄
御
法
度
之
事

、
御
名
目
金
借
請
申
候
事
御
法
度
之
事
、
若
其
者
有
之
候

ハ
・
五
人
組
6
急
度

相
糺
、
村
役
人
江
可
申
出
候
事

、
山
林
藪
等
荒
し
盗
伐
候

ハ
・
、
見
付
次
第
其
筋
江
可
申
出
候
事

(供
)

、
正
月
盆
節
句
神
前
御
備
物
者
格
別
、
外
者
堅
無
用
、
勿
論
配
り
物
等
致
候
事

御
法
度
、
且
年
中
吉
凶
と
も
音
進
物

二
至
迄
遣
し
、
又
者
貰
之
、
費
ヶ
間
敷
義

堅
無
用
之
事

、
神
事
祭
礼
式
之
義
者
、
前

々
之
通
り
神
式
相
勤
可
申
候
、
神
前
供
物
者
格
別
、

客
呼
配
り
物
等

一
切
堅
無
用
相
守
可
申
候
事

、
神
明
講
其
外
諸
講
事
鹿
末
之

一
汁

一
菜

二
可
限
事

、
婚
礼
等
之
義
無
拠
厚
縁
之
者
格
別
、
外
々
呼
候
事
無
用
、
料
理
塩
肴
用
ひ
有

合
野
菜
等

一
汁

一
菜

二
而
麓
飯
格
別
手
軽
可
致
事
、
赤
飯
贈
り
物
等
者
厚
縁
之

方
斗
贈
可
申
候
事
、
外

二
者
堅
無
用
之
事

ユ
ル
ミ

一
、
盆
踊
之
義
者
前
々
・6
御
法
度
之
義
近
年
相
馳
、
此
度
相
改
十
四
日
十
五
日
夜

者
格
別
、
其
余
者
相
成
不
申
候
、
他
所
よ
り
参
候
て
も
相
改
可
申
候
事

一
、
伊
勢
参
宮
愛
宕
講
村
代
参
之
外
者
、
勝
手
参
詣
之
義
遠
慮
可
致
候
、
勿
論
留

主
見
舞

・
土
産
物
配
り
之
義
堅
無
用
之
事

、
若
者
夜
遊
い
た
し
金
銭
費
候
事
堅
無
用
之
事
、
其
遊
ひ
宿

い
た
し
候
家
者
急

度
答
申
付
候
事

一
、
若
者
連
中
杯
と
申
事
御
法
度
之
事

二
候

へ
と
も
、
近
年
相
馳
其
最
寄

二
連
中

有
之
候
様
相
聞
、
且
者
集
り
酒
宴
を
催
し
、
金
銭
を
費
小
人

二
も
そ
の
割
合
相

掛
取
斗
致
方
致
間
敷
候
事
、
又
者
相
集
り
人
に
難
義

二
も
可
及
之
事
企
申
事
是

不
将
之
至
、
向
後
相
互
に
吟
味

い
た
し
五
人
組
6
可
申
付
事

一
、
年
内
休
日
た
り
共
麓
飯

二
可
限
事

一
、
狂
言

・
相
撲

・
芝
居
惣
而
人
寄

二
遊
興
ヶ
問
敷
義
堅
御
法
度
之
事

一
、
仏
事
年
回
檀
那
寺

二
而
相
勤
可
申
事
、
井
不
幸
葬
式
厚
縁
之
者
又
者
同
断

二

而
格
別
手
軽
野
送
り
可
致
候
、
野
菜

一
汁

一
菜
二
而
相
勤
可
申
候
事
、
酒
者
堅

無
用
、
勿
論
忌
中
逮
夜
者
寺
方
斗
二
而
相
勤
可
申
候
事

、
男
女
衣
類
絹
縮
緬
堅
御
法
度
之
事
、
無
拠
他
所
之
節

ハ
紬
青
梅
二
可
限
候
事

、
櫛
笄
管
其
外
金
銀
細
工
御
法
度
之
事
、
且
下
駄
草
履

二
至
迄
八
ツ
緒
木
綿
緒

二
い
た
し
、
高
直
成
物
取
用
ひ
候
義
者
無
用
之
事

、
日
傘
蛇
目
前
々
」6
御
法
度
之
事
、
婦
人
無
拠
他
行
之
節
者
日
張
渋
引
者
不
苦
、

都
而
目
立
候
品
々
井
常
々
耕
作
用
ひ
菅
笠
等
高
直
成
品
者
堅
無
用
之
事

一
、
何
事

二
よ
ら
す
相
替
候
事
亦
者
不
心
得
成
義
及
見
聞
候

ハ
・
、
居
村
他
村

二

不
限
、
早
々
村
役
人
江
可
申
出
候
事

右
之
趣
、
此
度
荒
増
箇
条
書
致
候
、
心
得
違
無
之
候
様
五
人
組
相
互

二
吟
味
い
た

し
、
堅
相
守
可
申
候
、
厚
思
召
之
義
難
有
奉
承
服
、
讐
珈
之
事
た
り
共
質
素
倹
約

を
専
一
ニ

相
守
、
金
銭
費
ヶ
間
敷
義
御
趣
意

二
相
背
、
忠
節
相
成
候
様
諸
事
心
掛
、
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勿
論
銘
々
孝
弟
之
道
を
相
守
子
弟
教
育
し
、
家
内
睦
敷
、
朝
夕
家
業
夜
な

ヘ
ニ
至

迄
無
油
断
相
励
、
農
業
出
精
子
孫
長
久
相
続

可
致
、
小
前
者

二
至
迄
申
諭

へ
し
、

若
心
得
違
之
者
有
之
候
ハ
・
村
役
人
江
申

出
、
吟
味
之
上
厳
科
可
申
付
候
、
又
者

其
依
時
宜
御
代
官
様
江
相
届
、
御
上
様
蒙
御

下
知
取
斗
可
申
候
、
尤
入
用
等
者
其

者
銘
々
本
人
江
取
立
村
方
二
而
者
壱
銭
も
相
懸
不
申
候
問
、
堅
相
慎
可
申
候
事
、

右
此
度
示
之
趣
難
心
得
事
も
有
之
候

へ
者
、
村
役
人
江
相
尋
差
図
を
請
取
斗
可
申

候
、
等
閑

二
相
心
得
候
義
者
五
人
組
親
類

ハ
不
申
及
隣
家
迄
も
可
レ為
二無
知

一事

篠
原
村

庄
屋

嘉
永
六
癸
丑
年

役
人

五
月

取
締

右
之
通
村
方
示
合
ヶ
條
書
五
入
組
頭
江
壱
枚
宛
相
渡
し
置
候
問
、
五
人
組
組
下
江

年
々
二
月

・
八
月
両
度
二
読
為
聞
可
申
候
事

出
府
留
主
見
舞
貰
物
覚

一
、
札
弐
匁

本
郷
村

一
、
六
匁

ふ
し
三
本

鏡

村

目
弐
百
廿
匁

一
、
四
匁
八
分

酒
三
升

し
の
原
村

一
、
弐
百
六
十
四
文
す
る
め

妙
光
寺

二
わ

一
、
札
三
匁

豊
浦
組

一
、
三
匁
弐
分

酒
弐
升

高
木
村

一
、
壱
匁
三
分

す
る
め

一
わ

安
養
寺

一
、
弐
匁
六
分

す
る
め
二
わ

上
田
村

一
、
三
匁
六
分

ミ
の
か
ミ
ニ

森
尻
村

一
、
壱
匁
六
分

ミ
の
か
ミ

一

西
川
村

一
、
壱
匁
六
分

ミ
の
か
ミ

一

横
関
村

一
、
壱
匁
六
分

ミ
の
か
ミ

一

須
恵
村

一
、
壱
分

い
も
し

外
原

岩
井

小
房

一
、
三
匁

麻
苧

一
わ

十
禅
寺
組

一
、
壱
匁

素
麺
十
わ

山
面
村

一
、
五
匁

仁
正
寺
組

〆
壱
分
ト

四
十
二
匁
九
分
四
りか

、み

し
ん
ち
う
寒
徳
り

一

一
、
入
匁

白
砂
弐
斤

玉
尾
籐
左
衛
門

七
百
文

も
く
さ

一

内
少
々
不
足
箱
内

ア
ク

瀧
津
瀬

二
合

う
ち

ハ

一

本

一
冊

江
頭

一
、
七
匁

白
絹
六
尺

坪

田
專
右
衛
門

壱
〆
五
十
文

菓
子
箱

弐

ツ

白
も
ち
九
十

盃

一
ツ

ほ
う
た
ら
三
本

の
り

十
枚

代
四
百
文
位

亜

蕪
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一
、
金
壱
分

井

ロ
三
郎
兵
衛

壱
〆
百

本

三
冊

は
す
肴
十
疋

廿
四
文

盃

一
ツ

盃
憂

一
ツ

の
り

十
枚

う
ち
ハ

一
本

も
く
さ

一
ツ

く
し

二
枚

五
十
文

油
二
本

江
頭

一
、
五
匁
位
菓
子
箱

一

坪
田
万
助

六
百
七
十
六
文

工

三
枚

き
せ
る

一
丁

薄
刃

一
丁

油

二
本

も
く
さ

一
ツ

辻
町

一
、
百
十
六
文
ふ
し
壱
本

大

工
市
二
郎

六
十
四
文

工

一
枚

油

二
本

豊
浦

一
、
弐
匁

よ
う
か
ん
壱
本

東
吉
五
郎

百
廿
四
文

寒
徳
り

一
ツ

湯

バ
カ
シ

一
ツ

八
ま
ん

一
、
壱
匁
弐
分
五
り
ま
ん
ち
う
廿
五

蚊
帳
屋
佐
兵
衛
百
文

き
ひ
正

壱
ツ

常
楽
寺

一
、
は
ら
み

矢
野
平
四
郎
四
百
五
十
文

の
り

十
枚

た
ん
子
百
五
十

工

五
枚

油

二
本

年
代
記
本

一
冊

市
田
村

一
、
五
匁
ま
ん
ち
う
百

市
田
宇
兵
衛

四
百
文

工

六
枚

ま
ん
ち
う
百
文
分

あ
ふ
ら

三
本

く
し

二
枚

江
頭

一
、
壱
匁
五
分
ま
ん
ち
う
三
十

久
兵
衛

百
八
十
四
文

ふ
へ

壱
本

工

三
枚

く
し

三
枚

も
く
さ

一

油

二
本

仁
正
寺

一
、
弐
朱

飯
罵鞭

衛

五
百
八
+
文

〔羅

ん
す
難

一
、
壱
〆
弐
百
文
位
木
綿

一
反
和
久
田
与
二
兵
衛
七
百

き
や
ま
ん
す
壱
枚

八
十
文

き
せ
る

壱
丁

又
百
五
十
文

工

三
枚

〆
九
百
三
十
二
文

蝋
石
風
チ
ン
壱

ツ

　
　
も

一
、
壱
〆
弐
百
文
位
木
綿

一
反
平
井
三
郎
兵
衛
九
百
三
十
二
文

右
同
断

仁
正
寺
泊

一
、
弐
匁
五
分

感
応
丸
半
才

六
兵
衛

百
七
十
二
文

油

二
本

く
し

一
枚

工

二
冊

い
も
し

一
、
四
匁
五
分
ふ
し
三
本

竹
村
猪
三
郎

養
老
酒

三
合

四
百
八
十
文

小
共
服
さ
し

一

油

三
本

上
出

一
、
弐
匁
六
分
す
る
め
二
わ

庄
屋
新
左
衛
門

百
五
十
文

工

三
枚

く
し

一

も
く
さ

一

う
ち

ハ

一

　
　

一
、

百

文

う

る

め

十

源

左

衛

門

五

十

文

う

ち

ハ

一

も

く

さ

一

上
出

一
、
百
十
六
文
豆
ふ
七
丁

喜
左
衛
門

五
十
文

う
ち

ハ

一

も
く
さ

一

一
、
弐
百
文

板
二
枚

岡
田
平
兵
衛

弐
百

く
わ
し
盆

一
枚

三
十
二
文

本
小
供

三
冊

丁

一
、
壱
匁
六
分
酒
壱
升

酒
屋
小
右
衛
門

百
四
文

工

三

も
く
さ

め
し
す

一
枚

く
し

一
枚

一
、
壱
匁
六
分
ミ
の
か
ミ

一
振
山
川
伊
豫

百
三
十
六
文

工

三

も
ち
三
十

油

壱
本

も
く
さ

く
し

三
枚

成
は
し

一
、
六
十
文
丁
子
ふ
弐
十

茂

七

三
十
二
文

工

一

も
ち
弐
十

も
く
さ

一

　

一
、
壱
匁
弐
分
八
り
平
酒

吉
兵
衛

百
十
二
文

工

三

壱
升

も
く
さ

一

く
し

二
枚

上
出

一
、
百
廿
四
文
う
る
め
弐
十

宇
右
衛
門

百
五
十
文

も
く
さ

一
ツ

く
り

ハ
ち

一
ツ

一
、
百
廿
八
文
平
酒

一
升

專

助

七
百

た
わ
こ
入
壱
ツ

お
は
き
八
十

一

八
十
四
文

油

壱
本
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代
三
百
廿
四
文

く
し

ニ

エ

三

も
く
さ

一

向
ノ

一
、
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